
―
注
意
事
項
―

１
　
問
題
は
３
ペ
ー
ジ
、
解
答
用
紙
は
１
枚
で
あ
る
。

２
　
解
答
は
す
べ
て
別
紙
解
答
用
紙
に
縦
書
き
で
記
入
す
る
こ
と
。

３
　
試
験
時
間
は
60
分
で
あ
る
。

3月2日（月）

Z29A・Z29B

一
般
常
識
・
小
論
文

令
和
八
年
度
　
別
科
神
道
専
修
Ⅰ
類
・
Ⅱ
類
　
入
学
試
験
問
題





	

次
の
空
欄
　
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
に
あ
て
は
ま
る
適
切
な
語
句
を
、
別
紙
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。（
四
〇
点
）

①
　
和
銅
三
（
七
一
〇
）
年
に
元
明
天
皇
は
藤
原
京
か
ら
奈
良
盆
地
北
部
の
地
に
遷
都
し
た
。
こ
の
宮
都
は
、
　
　
　
　
　
京
で
あ
る
。

②
　
室
町
時
代
に
は
三
代
将
軍
の
足
利
義
満
の
時
代
に
北
山
文
化
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
北
山
文
化
を
代
表
す
る
建
造
物
の
一
つ
に
京
都
北
山
の
北
山
殿
（
の
ち
の
鹿

苑
寺
）
に
営
ん
だ
壮
麗
な
三
層
の
楼
閣
と
し
て
知
ら
れ
る
　
　
　
　
　
閣
が
あ
る
。

③
　
天
文
十
二
（
一
五
四
三
）
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
乗
せ
た
中
国
人
の
船
が
種
子
島
に
漂
着
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
島
主
の
種
子
島
時と
き

尭た
か

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
購
入

し
、
そ
の
後
、
戦
国
大
名
の
新
鋭
の
武
器
と
し
て
急
速
に
普
及
す
る
こ
と
で
合
戦
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
え
た
も
の
は
、
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

④
　
永
禄
三
（
一
五
六
〇
）
年
に
桶
狭
間
の
戦
い
で
今
川
義
元
に
勝
利
し
、
そ
の
後
「
天
下
布
武
」
の
印
判
を
用
い
て
全
国
統
一
の
事
業
を
進
め
、
室
町
幕
府
を
滅
ぼ
し

て
畿
内
平
定
を
果
た
し
た
も
の
の
、
天
正
十
（
一
五
八
二
）
年
に
起
こ
っ
た
本
能
寺
の
変
で
倒
れ
た
戦
国
武
将
は
、
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

⑤
　
寛
永
十
四
（
一
六
三
七
）
年
に
、
飢
饉
の
な
か
で
領
民
に
過
酷
な
年
貢
を
課
し
、
　
　
　
　
　
教
を
弾
圧
し
た
こ
と
に
抵
抗
し
た
土
豪
や
百
姓
の
一
揆
と
し
て
知
ら

れ
る
の
は
、
島
原
の
乱
で
あ
る
。

⑥
　
江
戸
時
代
に
は
社
寺
へ
の
庶
民
の
参
詣
が
盛
ん
と
な
り
、
数
十
年
に
一
度
、
多
数
の
民
衆
が
爆
発
的
に
現
在
の
三
重
県
に
あ
る
　
　
　
　
　
神
宮
に
参
詣
し
た
が
、

こ
の
参
詣
行
動
を
お
か
げ
参
り
（
お
蔭
参
り
）
と
い
う
。

⑦
　
岩
倉
使
節
団
に
随
行
し
た
日
本
最
初
の
女
子
留
学
生
の
一
人
で
、
帰
国
後
女
子
教
育
に
尽
力
し
、
令
和
六
（
二
〇
二
四
）
年
七
月
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
五
千
円
札

の
肖
像
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
、
　
　
　
　
　
で
あ
る
。
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⑧
　
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
九
月
一
日
午
前
十
一
時
五
十
八
分
に
発
生
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
九
の
大
地
震
に
よ
っ
て
、
東
京
や
横
浜
を
中
心
に
約
十
万
人
余

の
死
者
、
約
四
万
人
以
上
の
行
方
不
明
者
を
出
し
た
が
、
近
代
以
降
最
大
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
こ
の
震
災
の
名
称
は
、
　
　
　
　
　
大
震
災
で
あ
る
。

⑨
　
静
岡
県
と
山
梨
県
に
ま
た
が
る
成
層
火
山
で
標
高
三
、七
七
六
ｍ
の
日
本
で
最
も
高
い
山
は
、
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

⑩
　
積
乱
雲
な
ど
が
通
過
す
る
な
ど
し
て
限
ら
れ
た
地
域
で
短
時
間
に
大
量
に
強
い
雨
が
降
る
こ
と
を
　
　
　
　
　
豪
雨
と
呼
ぶ
。

⑪
　
国
内
で
生
産
さ
れ
た
品
物
・
技
術
・
文
化
な
ど
を
外
国
に
送
り
出
す
こ
と
を
　
　
　
　
　
と
い
う
。

⑫
　
令
和
六
年
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
に
勝
利
し
、
第
四
十
七
代
大
統
領
と
な
っ
た
人
物
の
名
前
は
、
ド
ナ
ル
ド
・
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

⑬
　
日
本
国
憲
法
の
三
大
原
則
は
、
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
、
　
　
　
　
　
主
義
で
あ
る
。

⑭
　
支
出
よ
り
収
入
の
方
が
多
く
、
利
益
が
あ
る
こ
と
を
　
　
　
　
　
字
と
い
う
。

⑮
　
報
酬
や
見
返
り
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
意
志
に
よ
っ
て
自
発
的
に
行
う
奉
仕
活
動
の
こ
と
を
、
　
　
　
　
　
と
い
う
。

⑯
　
な
す
術す
べ

が
な
く
、
困
り
果
て
て
い
る
様
子
を
示
す
慣
用
句
を
「
手
も
　
　
　
　
　
も
出
な
い
」
と
い
う
。

⑰
　
厳
し
く
監
視
す
る
こ
と
を
示
す
慣
用
句
を
「
　
　
　
　
　
を
光
ら
す
」
と
い
う
。

⑱
　
職
務
や
任
務
が
そ
の
人
に
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
る
、
も
し
く
は
合
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
慣
用
句
を
「
　
　
　
　
　
に
つ
く
」
と
い
う
。
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⑲
　
世
間
の
う
わ
さ
は
防
ぐ
の
が
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す
慣
用
句
は
、「
人
の
　
　
　
　
　
に
戸
は
立
て
ら
れ
ぬ
」
で
あ
る
。

⑳
　
以
前
に
も
な
く
、
今
後
も
な
い
と
思
わ
れ
る
珍
し
い
物
事
を
示
す
四
字
熟
語
は
、「
　
　
　
　
　
絶
後
」
で
あ
る
。

	

次
の
質
問
二
題
に
つ
い
て
答
え
な
さ
い
。（
六
〇
点
）

①
　
別
科
を
受
験
し
た
動
機
と
、
入
学
し
た
後
に
ど
ん
な
こ
と
を
学
び
、
実
践
し
て
み
た
い
か
に
つ
い
て
二
〇
〇
字
程
度
で
述
べ
な
さ
い
。

②
　
将
来
、
神
職
資
格
を
取
得
し
て
神
社
に
奉
職
し
た
際
に
、
あ
な
た
自
身
が
取
り
組
ん
で
み
た
い
活
動
を
三
〇
〇
字
程
度
で
詳
し
く
述
べ
な
さ
い
。
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